
●お申し込みの流れ

スペース利用のご案内

①お問合せ／仮予約
•	 ウェブサイト（wag-gallery.com）のスケジュールをご覧頂き、ご希望日時をお知らせください。
•	 お電話またはメールにて、スペースの仮予約、内見の申し込みを受け付けております。
•	 仮予約期間は7日間となります。
•	 仮予約有効期間が過ぎてもご連絡無き場合は、他のご予約を優先させていただきます。
•	 使用内容によっては、審査を行いご利用をお断りする場合がございます。

②本予約
•	 仮予約後、お見積書が必要の場合はご連絡いただければ「お見積書」を作成致します。
•	 予約を確定する場合は、お電話又はメールにてご連絡ください。 
•	「WAG利用規約」をご確認頂き、「申込書」の必要事項をご記入ご捺印のうえ、原本を株式会社fortまでご郵送ください。
•	「申込書」が弊社に到着した時点で、「本予約」確定となります。
•	「請求書」を郵送させて頂きます。

③スペース料金のお支払い
•	 料金は「請求書」の発行から2週間以内の支払いとなります。
•	「請求書」に記載の期日内にご請求金額を弊社指定の銀行口座あてにお振込み下さい。
•	「請求書」の発行がご利用日まで2週間以内の場合に限り、ご利用日前日までにお支払いください。
•	 振込手数料はお客様ご負担にてお願い致します。
•	 クレジットカード決済はお受けできません。
•	 期日までにご入金の確認が取れない場合は、貸し出しを見合わせ、お取りした日程分については、	
規定のキャンセル料金をご請求させていただきます。

•	「本予約」確定後のキャンセル、日程の変更につきましては、規定のキャンセル料を頂戴いたします。
•	 ご利用終了後、クリーニング料金（ゴミ回収費）や延長料金が発生した場合は、別途請求させて頂きます。

④キャンセル料金
•	 ご利用日まで30日以内のキャンセル　ご予約金額の100％
•	 ご利用日まで60日以内のキャンセル　ご予約金額の50％
•	 ご利用日まで90日以内のキャンセル　ご予約金額の30％

WAGお問合せ先
contact@wag-gallery.com

管理会社（スペースレンタルに関してのお問い合わせ先）
株式会社 fort
150-0001 東京都渋谷区神宮前2-14-17-2F
Tel 03-6804-1977
Mail contact@wag-gallery.com
担当：酒井



●スペース料金

●スペース利用時の注意事項

● WAG GALLERY & PROJECT SPACE
150-0001 東京都渋谷区神宮前4-26-28 JUNK YARD 3F
面積：100㎡ ／ 種類：展示会場

※備品はすべて無料にてご利用可能です。（プロジェクターを除く）
※搬入及び搬出もご利用時間に含みます。
※ご利用時間を超過した場合は延長料金を頂戴いたします。
※キャットストリート側からの什器など大型の搬入は近隣の迷惑となりますので午前中にお願いします。
※車での搬入出は、裏口からお願いします。（2tトラックまで通行可能です。）	
※駐車場はございませんので、近隣の駐車場のご利用をお願いします。
※スペース内で発生した盗難、紛失、トラブルなどは弊社では一切の責任を負いかねます。

（消費税別）

改定日：2026 年 4 月 1 日

WAG 1時間（最低利用時間 3時間〜） 1日パック（10:00 〜 20:00）

月〜金 20,000 円 130,000 円

土日祝日 25,000 円 150,000 円

スペース案内／WAG



●備品

A型看板
A2タテの紙が両面に入ります。

A型看板
A3ヨコの紙が片面に入ります。

ディスプレイボックス（大 1個）
W450 x D400 x H870mm

ディスプレイボックス（小 2個）
W250 x D250 x H870mm

カウンター
W800 x D320 x H870mm

イス 46脚

BOSE
Bluetoothスピーカー

■プロジェクター（有料）
EPSON EB-L250F
※プロジェクターは1万円／日にてレンタル可能です。

スペース案内／WAG

ハンガーラック 15本
W1500 x H1530mm

テーブル 2台
W1800 x D900 x H745mm

丸テーブル 5台
ø900 x H720mm



平面図1／WAG



平面図2（照明）／WAG



WAG利用規約

名称	 WAG GALLERY & PROJECT SPACE
所在	 東京都渋谷区神宮前四丁目 26番地 28号 　JUNKYARD 3 階
面積	 100㎡
種類	 展示会場

●第 1条（使用目的）
1.	 WAGを展示会場として使用し、その他の目的に使用してはならない。
2.	 WAGを原状のまま使用するものとし、造作の模様替えの必要を生じた場合は、あらかじめ許可を得て行ない、明け渡しの際

は自責をもって原状に復するか或いは無償にて残置するものとする。

●第 2条（レンタル料）
レンタル料は、請求書に記載された期日までに指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。

●第 3条（禁止事項）
次の行為をしてはならない。
1.	 第 1条に定めた目的以外の使用をすること。
2.	 WAGにて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える恐れの有る行為、又は与える行為。
3.	 WAGにて喫煙ならびに火気を使用すること。
4.	 WAGを第三者に転貸し又は賃借権を譲渡すること。
5.	 WAGの現状を許可なく変更すること。
6.	 書面による合意なくしてWAGに造作を付加すること。

●第 4条（修繕費の負担）
1.	 建具・造作、給排水施設、照明器具、壁等日常の使用によって損耗する部分につき修理費用を負担する。
2.	 費用の負担につき疑義のあるときは、協議のうえ決定する。
3.	 借主又は借主の使用する従業員、訪問者その他の関係者の故意又は過失によって、WAGが汚損、毀損又は滅失したときは、

直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償する。

●第 5条（当然消滅）
WAGが火災その他の災害で大破又は滅失した場合には、本契約は、催告その他の手続きを要せずに、当然に消滅する。

●第 6条（契約の解除）
次の各号の一に該当する事由の生じたときは、何らの通知催告を要せず、貸主は本契約を解除することができる。
1.	 レンタル料の支払いを怠ったとき
2.	 第 3条に違反したとき
3.	 その他本契約の条項に違反したとき

●第 7条（契約の終了）
1.	 契約期間が満了又は本契約が解除された場合、借主は直ちにWAGを明け渡す。
2.	 前項の場合、借主は、WAG内の自己の所有又は保管する動産全てを撤去し、原状に復してWAGを明け渡すものとし、貸主

に対して造作などの買取請求をしない。

●第 8条（立退料等）
借主は、WAGの明渡に際し、立退料、移転料、引越費用その他いかなる名目においても金銭上の請求はしないものとする。

●第 9条（明渡遅延時の損害金）
借主は、WAGの明渡を遅延した場合には、レンタル料を日割りした金額に相当する損害金を支払う。

●第 10条（キャンセル申し入れ）
借主の都合により本契約をキャンセルするときは、3カ月前に通告する。キャンセル料は、以下の通りとする。
　　　90日前　・・・・・　30％
　　　60日前　・・・・・　50％
　　　30日前　・・・・・　100％

賃貸人
　　　住所　　　　渋谷区神宮前 2-14-17-2F
　　　氏名　　　　株式会社 fort


